
 

2023 年 10 月 1 日（令和 5 年 10 月 1 日）より適格請求書等保存方式（いわゆるインボイス制度）が導入
されました。消費税の軽減税率導入に伴う⼤きな改正であり、各事業者にとっても影響があるものと考えられ
ます。特に免税事業者にとっては単なる消費税法の改正にとどまらず、事業に⼤きな影響を与える制度となる
ことを知っておく必要があります。本セミナーではインボイス制度についての対応をわかりやすく解説いたし
ます。困っていることが多い事業者さまは、ぜひこの機会にご参加ください。 

上智⼤学卒業後、旭硝⼦（現・ＡＧＣ）株式会社と中堅商社の経理部門において決算早期化・⼦会社管理・上
場準備・原価計算・管理部門の仕組み作り・M&A 業務等の各種業務に従事。独⽴後は 20 年以上の上場企業勤務
の経験を活かし、業務改善を通じて顧問先の業績向上をサポートするなど、中⼩企業のお⾦を守り社⻑を⽀える
「社外参謀」として活動中。難しい専門⽤語をできるだけ使わず、相⼿の⽴場に⽴った分かりやすい説明には定
評があり、現在の顧問先は個人事業主から上場企業まで多岐にわたっている。 

 

講師プロフィール 

塩野 貴之（しおの たかゆき） 氏 

インボイス制度開始後の実務でお困りごとはありませんか？ 
 

講座内容 1. インボイス制度おさらい 
・対応している請求書、領収書の再確認 

 
２．実務対応のポイント 

・本則課税の場合 ・簡易課税の場合 
・免税事業者と取引した場合の対応 

 
※最新の情報提供のため内容が変更になる場合がございます。 

３．取引上の注意点 
・既に起こったトラブル例 など 

 
4. ２割特例 適用ポイント 
 

インボイス制度 の実務のポイント 
～申告に向けての実務・注意すべきポイント～ 

事業環境変化対応型支援事業 

確認必須！いまさら聞けない 

塩野貴之税理⼠事務所 代表 
ＳＴコンサルティング合同会社 代表 

切り取らずに FAX してください 

事業所名  T E L  

所 在 地  F A X  

受講者名①  メールアドレス  

受講者名②  メールアドレス  

※ご記入頂いた個人情報は、各種連絡･情報提供のために利用するほか、分析アンケート等に利用することがありますが、第三者への提供はありません。 

 

「申告のためのインボイス制度の実務のポイント」受講申込書 
君津商工会議所中小企業相談所 ⾏ 
 

[FAX]0439-52-0177 

令和 6 年 １月２２日(月) 午後 2 時 00 分〜4 時 00 分 
受講料 無 料 定 員 30 名 

(会員･非会員問わず) 
場 所 君津商工会議所 2 階 

[所在地]君津市杢師 1-11-10 

申込方法 下記申込書へご記入の上 FAX いただくか､WEB 申込
フォームよりお申し込みください。 

日 時 

主 催 君津商工会議所 中小企業相談所 TEL 0439-52-2511 


